
 

売却区分番号 １ 
見積価額 300,000円 

公売保証金 30,000円 

財産の表示 

 

 

 

自動車登録番号 

登録年月日 

初度登録年月 

自動車の種別 

用途 

自家用・事業用の別 

車体の形状 

車名（メーカー） 

型式 

乗車定員 

車両重量 

車両総重量 

車台番号 

原動機の形式 

長さ 

幅 

高さ 

総排気量 

燃料の種類 

前前軸重 

後後軸重 

自動車検査証有効期限 

ミッション 

ハンドル 

車体の色 

走行距離 

引渡時保管場所 

その他 

 

石川 300 や ＊＊＊＊ 

令和 5年 9月 21日 

平成 17年 7月 

普通 

乗用 

自家用 

ステーションワゴン 

トヨタ 

DBA-ACR40W 

8人 

1780kg 

2220kg 

ACR40-0087526 

2AZ 

479cm 

179cm 

178cm 

2.36リットル 

ガソリン 

1000kg 

780kg 

令和 8年 4月 23日 

オートマチック 

右 

ブラック 

153010km 

石川県小松市 

定期点検記録簿なし 



【車両の状況等（確認日：令和 7年 12月 25日）】 

・車検の有効期間は、令和 8年 4月 23日です。（登録事項証明書による確認） 

・エンジンが始動し、自走できる状態であることを確認していますが、引渡時点にお

いてはバッテリー上がり等によりエンジンが始動しない可能性があります。 

・走行距離は、153010kmです（メーターによる確認）。 

・ライト、ウインカー、ハザードランプは点灯しました。 

・ワイパー、パワーウインドウは作動しました。ただし、車両右側（特に運転席）の

パワーウィンドウの開閉が遅いです。 

・オーディオ、エアコンは電源が入ることを確認しました。（詳細な動作確認は行っ

ておりません。） 

・ホイール、ボディの一部にヘコミ、キズがあります。 

・シートには、経年による劣化があります。 

・スライドドアは自動で開きません。手動で開閉できますが、かなり重いです。 

・カーナビゲーション、ＥＴＣ車載器が付属しています。 

・純正品と異なるパーツが使用されている可能性があります。 

・事故歴及び修復歴は不明です。 

・上記事項は担当職員による目視又は操作等で確認できた事項であり、正確な内容を

保証するものではありません。また、全ての車両状況を確認したわけではありませ

ん。現物を確認したい場合は下見会にご参加ください。 

・画像は、デジタルカメラによる撮影のため、現物と色味が異なることがあります。 

【付属品】 

 ・キー(スペアキー1個含む)    2個 

 ・カーテレビリモコン       1個 

 ・スライドドアリモコン      1個     

 ・スノータイヤ（ホイール付）   4本 

 ・自動車検査証          1通 

 ・登録事項等通知書        1通 

・自賠責保険証明書        1通 

・リサイクル券          1通  

【引渡条件等】 

 ・車両の引き渡しは、買受代金納付時の現況有姿で行います。 

 ・車両は保管場所（小松市内）での引渡しとなり、小松市は搬送手続きを行いません

ので、搬送業者の手配はすべて買受人ご自身で行ってください。 

 ・買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合、「保管依頼書」の提出が必

要です。「保管依頼書」が必要な場合は、ご連絡ください。 

  



・所有権移転登録請求書（買受人に後日送付）を提出していただき、市が手続きを行

います。所有権移転に伴う費用は、買受人の負担になります。 

・買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が、対

象財産を管轄する運輸支局などと異なる場合などには、買受人の「使用の本拠の位

置」を管轄する運輸支局などに当該自動車を持ち込んでいただくことが必要です。

また、買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などが、北信越運輸局石

川運輸支局以外の場合、所有権の移転登録および差押登録の抹消登録は、原則郵送

で行います。 

 ・小松市は、当該財産が車検に適合するかについて確認しておりません。検査を受け

る際、買受人の負担で修理等が必要となる可能性があります。 

 ・自動車税(種別割)が未納の場合、車検時に自動車税(種別割)の負担が発生する場合

があります。 

 ・本物件の入手経路、使用・保管状態についての詳細は不明です。 

 ・落札された物件はいかなる場合でも返金、返品、交換ができません。 

その他事項 公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る入札価額をもって行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


